
昭
和
二
十
七
年
人
事
院
規
則
一
二―

〇

人
事
院
規
則
一
二―

〇
（
職
員
の
懲
戒
）

人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
に
基
き
、
人
事
院
規
則
一
二―

〇
（
職
員
の
懲
戒
）
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
総
則
）

第
一
条
　
職
員
の
懲
戒
は
、
官
職
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
づ
い
て
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
法
律
又
は

規
則
を
も
つ
て
別
段
の
定
め
を
し
た
場
合
を
除
き
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
停
職
）

第
二
条
　
停
職
の
期
間
は
、
一
日
以
上
一
年
以
下
と
す
る
。

（
減
給
）

第
三
条
　
減
給
は
、
一
年
以
下
の
期
間
、
そ
の
発
令
の
日
に
受
け
る
俸
給
の
月
額
の
五
分
の
一
以
下
に
相
当
す
る
額

を
、
給
与
か
ら
減
ず
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
減
ず
る
額
が
現
に
受
け
る
俸
給
の
月
額
の
五

分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
を
給
与
か
ら
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
戒
告
）

第
四
条
　
戒
告
は
、
職
員
が
法
第
八
十
二
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
責
任
を

確
認
し
、
及
び
そ
の
将
来
を
戒
め
る
も
の
と
す
る
。

（
懲
戒
の
手
続
）

第
五
条
　
懲
戒
処
分
は
、
職
員
に
文
書
を
交
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
文
書
の
交
付
は
、
こ
れ
を
受
け
る
べ
き
者
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の

内
容
を
官
報
に
掲
載
す
る
こ
と
を
も
つ
て
こ
れ
に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
掲
載
さ
れ
た
日
か
ら
二
週

間
を
経
過
し
た
と
き
に
文
書
の
交
付
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
第
一
項
の
文
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

（
他
の
任
命
権
者
に
対
す
る
通
知
）

第
六
条
　
任
命
権
者
を
異
に
す
る
官
職
に
併
任
さ
れ
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
懲
戒
処
分
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
当
該
処
分
を
行
つ
た
任
命
権
者
は
、
他
の
任
命
権
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
処
分
説
明
書
の
写
の
提
出
）

第
七
条
　
任
命
権
者
は
、
懲
戒
処
分
を
行
つ
た
と
き
は
、
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
説
明
書
の
写
一
通
を

人
事
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
刑
事
裁
判
所
に
係
属
す
る
間
の
懲
戒
手
続
）

第
八
条
　
任
命
権
者
は
、
懲
戒
に
付
せ
ら
れ
る
べ
き
事
件
が
刑
事
裁
判
所
に
係
属
す
る
間
に
、
同
一
事
件
に
つ
い
て

懲
戒
手
続
を
進
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
職
員
本
人
が
、
公
判
廷
に
お
い
て
（
当
該
公
判
廷
に
お
け
る
職

員
本
人
の
供
述
が
あ
る
ま
で
の
間
は
、
任
命
権
者
に
対
し
て
）
、
懲
戒
処
分
の
対
象
と
す
る
事
実
で
公
訴
事
実
に

該
当
す
る
も
の
が
存
す
る
と
認
め
て
い
る
と
き
（
第
一
審
の
判
決
が
あ
つ
た
後
に
あ
つ
て
は
、
当
該
判
決
（
控
訴

審
の
判
決
が
あ
つ
た
後
は
当
該
控
訴
審
の
判
決
）
に
よ
り
懲
戒
処
分
の
対
象
と
す
る
事
実
で
公
訴
事
実
に
該
当
す

る
も
の
が
存
す
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
と
き
に
限
る
。
）
は
、
法
第
八
十
五
条
の
人
事
院
の
承
認
が
あ
つ
た
も
の

と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
懲
戒
手
続
を
進
め
、
懲
戒
処
分
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
懲
戒
処
分
に

つ
い
て
前
条
の
規
定
に
よ
り
処
分
説
明
書
の
写
を
人
事
院
に
提
出
す
る
際
に
、
前
項
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
し

た
資
料
の
写
を
併
せ
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
国
の
事
務
又
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
業
務
を
行
う
法
人
）

第
九
条
　
法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
法
人
は
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
ほ
か
、
次
に
掲

げ
る
法
人
と
す
る
。

一
　
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
第
九
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
法

人
（
平
成
十
一
年
十
月
一
日
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
同
条
各
号
に
掲
げ
る
法
人
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
同
日

に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
た
こ
の
規
則
第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
法
人
で
な
か
っ
た
も
の
を
除
く
。
）

二
　
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
第
九
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
法
人
（
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
及
び
前
号

に
掲
げ
る
法
人
を
除
く
。
）

三
　
旧
二
千
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
協
会
（
平
成
九
年
十
月
二
十
三
日
に
設
立
さ
れ
、
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十

七
日
に
解
散
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
清
算
が
結
了
し
た
も
の
を
い
う
。
）

四
　
旧
二
千
二
年
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
サ
ッ
カ
ー
大
会
日
本
組
織
委
員
会
（
平
成
九
年
十
二
月
十
二
日
に
設
立
さ

れ
、
平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
に
解
散
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
清
算
が
結
了
し
た
も
の
を
い
う
。
）

五
　
中
部
国
際
空
港
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定

す
る
指
定
会
社

六
　
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十

一
年
法
律
第
十
六
号
）
第
二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
法
人

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
二
九
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

一
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

二
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

三
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
二
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
七
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

四
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

五
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
七
日
人
事
院
規
則
一―

三
二
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
七
日
人
事
院
規
則
一―

三
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
の
規
定
、
第
十
条
中
規
則
九―

八

別
表
第
一
の
改
正
規
定
、
第
十
一
条
の
規
定
、
第
十
二
条
中
規
則
九―

四
〇
第
五
条
の
改
正
規
定
（
「
第
二
条
第

二
項
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま

で
、
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

六
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
一
一
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

七
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則
一―

三
五
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
一
四
日
人
事
院
規
則
一―

三
七
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

八
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
九
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

九
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
四
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

一
〇
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
六
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

一
一
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
五
号
の
改
正
規
定
は
、
同
月
二

日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
二
六
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

一
二
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
一
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
二
月
二
七
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

一
三
）

1



こ
の
規
則
中
第
九
条
第
二
十
五
号
の
改
正
規
定
は
平
成
十
六
年
二
月
二
十
九
日
か
ら
、
同
条
第
百
七
号
の
改
正

規
定
は
同
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
五
日
人
事
院
規
則
一―

四
一
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

一
四
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

一
五
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
九
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

一
六
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

一
七
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

一
八
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
月
二
〇
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

一
九
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

二
〇
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

二
一
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
五
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
二―
〇―

二
二
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
八
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―
二
三
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

二
四
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
一
一
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

二
五
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
二
九
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

二
六
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

二
七
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
百
三
十
四
号
の
改
正
規
定

は
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
一
八
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

二
八
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
九
月
一
八
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

二
九
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
に
二
号
を
加
え
る
改
正
規

定
（
第
百
三
十
八
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
八
日
人
事
院
規
則
一―

五
六
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
七
月
二
二
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

三
〇
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
二
九
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

三
一
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
六
十
四
号
及
び
第
百
七
号

の
改
正
規
定
は
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

三
二
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
二
月
二
二
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

三
三
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

三
四
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
七
十
四
号
の
改
正
規
定
は
、

同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
二
八
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

三
五
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
月
三
一
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

三
六
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
一
五
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

三
七
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
九
十
一
号
の
改
正
規
定

は
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
五
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

三
八
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
二
四
日
人
事
院
規
則
一
二―

〇―

三
九
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
二
月
一
八
日
人
事
院
規
則
一―

七
九
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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